
○通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律〔昭和六十二年六月一日号外法律第四十二号抄〕 

 

（貨幣の製造及び発行） 

第四条 貨幣の製造及び発行の権能は、政府に属する。 

２ 財務大臣は、貨幣の製造に関する事務を、独立行政法人造幣局（以下「造幣局」とい

う。）に行わせる。 

３ 貨幣の発行は、財務大臣の定めるところにより、日本銀行に製造済の貨幣を交付すること

により行う。 

４ 財務大臣が造幣局に対し支払う貨幣の製造代金は、貨幣の製造原価等を勘案して算定する。 

 

（造幣局による貨幣の販売） 

第十条 造幣局は、次に掲げる貨幣であつて財務大臣が指定するものを販売するものとする。 

一 その素材に貴金属を含む記念貨幣のうち、その製造に要する費用がその額面価格を超え

るもの 

二 特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせた貨幣 

２ 前項の貨幣の販売価格は、当該貨幣の製造に要する費用及び当該貨幣の額面価格を下回ら

ない範囲で、当該貨幣の発行枚数及び需要動向を勘案し、政令で定める。 

３ 造幣局は、第一項の貨幣以外の貨幣で容器に組み入れられたものを実費により販売するも

のとする。 

４ 日本銀行は、第一項又は前項の規定により販売の用に供する貨幣を、財務大臣の定めると

ころにより、造幣局に交付するものとする。 

５ 造幣局は、政令で定めるところにより、第一項の規定により販売した貨幣の販売収入から

販売に要する費用を控除した金額を国庫に納付するものとする。 


